
飼い主のわからない猫について

令和２年６月、動物の愛護及び管理に関する法律（改正動愛法）が施行され
たことに伴い、動物愛護センター本所、県北支所、県南支所（以下、「セン
ター等」。）では飼い主のわからない猫の引取りをお断りする場合があります。

◆引取りをお断りする場合
・原則として、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる」場合の猫
の引取りは行っていません。次に該当する猫は、保護せず、しばらく様子を見てください。

・猫が敷地内に侵入するなどしてお困りの場合は、猫よけ対策（裏面参照）をお試しください。

□首輪がついている猫、人慣れしている猫、自力で食べたり移動できる猫

→飼い主のいない猫は本来人間に対して警戒心が強く、容易に捕まえることはできません。

簡単に保護できる（捕まえることができる）猫は、誰かが飼っている可能性が高く、保護するこ
          とにより、飼い主の元に戻れなくなります。
 

□倉庫等で飼い主のわからない猫が産んだ子猫

→無理矢理追い出すことはせず、親子が引っ越しするまでそのまま見守りましょう。「引っ越し後」

は、再度猫が侵入しないように、猫の寝床となるような段ボール等を撤去し、倉庫の戸締まり
を確実に行いましょう。

□ふん尿被害等により駆除目的で捕獲した猫

→駆除目的の猫の捕獲は、法律違反になる可能性があり

ます。駆除目的で捕獲しないでください。

□TNR活動や地域猫として世話を受けている猫

→「TNR活動や地域猫として世話を受けている猫」は、

不妊去勢手術が実施され、地域で管理されています。

これらの猫は飼い主がいない猫として引取りできません。

耳先がV字等にカットさ
れている猫は、地域猫と
して不妊去勢手術済みの
猫の可能性があります。
何かトラブルがあれば管
理をしている人へ教えて
ください。

◆引取りする場合

□けがや重度の衰弱で動けない等すみやかな保護が必要な猫

秋田県 （裏面に続く）

センター等で引取りをお断りする猫は警察署や交番でも引き取
りできません。

○TNR活動および地域猫活動について

TNR活動（飼い主のいない猫に不妊去勢手術を実施する活動）や
地域猫活動（地域で飼い主のいない猫を管理する活動）の猫は、
地域で管理されています。TNR活動や地域猫活動の猫は、
不妊去勢手術済みの目印（耳の先端のV字カット等）が施されます。
※独自判断で行う無責任なエサやりは、猫が増えすぎてしまい、
猫にとっても、地域にとってもよくありません。
絶対にやめてください。

「地域猫活動リーフ
レット」はこちら



◎受付時間：平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※まずは上記窓口へご相談ください。
※受付時間外に、公共の場所（秋田市内を除く）において「けがや重度の衰弱で動けない等すみやかな保
護が必要な犬や猫」を発見した場合は、負傷動物用緊急連絡先（県北支所:0186-52-3953、動物愛護セン
ター:080 – 2841 – 0861、県南支所:0187-73-6330）へご連絡ください。

○猫よけ対策について

・警察署や交番で猫を一時預かりした場合も、その猫は最終的にセンター等に引き渡され
ます。センター等に収容された猫は、必ずしも元の飼い主や新たな譲渡先が見つかると
は限りません。

・警察からセンター等へ引き渡された後、保護した方がその猫の譲り受けを希望する場合
であっても、お譲りできない場合がありますのでご了承願います。

◆警察に猫を持ち込まれた方へ

居住環境における猫のふん尿被害等を軽減させる手段の一例をご紹介します。

・超音波発生器やブザー（猫が苦手な音を発生させる）を設置する。
→ホームセンター等で販売されています。

・忌避剤（猫が苦手な臭いを発生させる）を使用する。
・トゲ付きシートを敷く 等

秋田県

◆明らかに捨てられている猫を発見した場合

□段ボール等に入れられて置かれている、「拾ってください」等のメッセージが書かれて
置かれている等、明らかに捨てられた猫を見かけた場合には、できるだけ触らずにまずは
警察に通報してください。
※捨てられたかどうか判断が難しい場合は、保護せず、下方の窓口までご相談ください。

動物の遺棄は犯罪です！

〈相談先〉

猫をみかけた場所 行政の窓口 電話番号

大館市、鹿角市、小坂町 秋田県動物愛護センター
県北支所

（大館保健所内）
０１８６－５２－３９５３

北秋田市、上小阿仁村

能代市、八峰町、藤里町、三種町

秋田県動物愛護センター ０１８－８２７－５０５１
男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、
大潟村

由利本荘市、にかほ市

仙北市、大仙市、美郷町
秋田県動物愛護センター

県南支所
（大仙保健所内）

０１８７－７３－６３３０横手市

湯沢市、羽後町、東成瀬村

秋田市 秋田市保健所 ０１８－８８３－１１８２
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